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令和６年度    「皆さまから寄せられた提言・提案などへの回答要旨」    3_保険・年金・税・証明 

№ 件名・内容 回答 

１ 

(件名) 

証明書類手数料について 

 

（内容） 

児童手当の現況届の提出の際に、国家公務員のた

め、住民票及び課税証明書の提出が必要です。民間

企業、上尾市役所職員等は提出の必要ありません。

他の市区町村では児童手当の現況届についての証明

書類の発行手数料を無料としているところも多くあ

ります。是非、上尾市も上記については無料化して

いただきたく思っております。 

 

 

 

 

 

【受付 No.】６－２００７ 

【受付日】令和６年６月１７日 

上尾市では、手数料を減免する場合は被災に伴うと

きや生活保護受給者等が利用するとき、中学生以下の

子どもが学力向上を図るために行政サービスを利用

するとき、その他相当の理由により減免することが必

要であると認められるときに限っており、これらに該

当しない場合、証明書については手数料を徴収する方

針となっております。 

なお、国の省庁等においては、児童手当の認定・審

査のためにマイナンバー情報連携を利用せず、引き続

き受給資格者に「所得証明書」「住民票」を提出するよ

う求めているため、このような状況となっているよう

でございます。 

市民の利便性を高めるため、マイナンバー情報連携

の推進については、機会を捉えて国に要望することも

考えております。 

 

（担当） 

行政経営課（電話）０４８－７７５－３９６３  

２ 

(件名) 

マイナンバーカード電子証明書更新について 

 

（内容） 

マイナンバーカードの電子証明書の更新手続を市

役所以外でもできるよう希望します。 

 

【受付 No.】６－２０１０ 

【受付日】令和６年７月８日 

マイナンバーカード関係の手続きの増加に対応す

るために、市役所本庁舎での体制を強化してきまし

た。今後の体制につきましては、ご意見を参考にし、

引き続き手続きの利便性を高めてまいります。 

 

 

 

（担当） 

市民課（電話）０４８－７８２－９９２２ 

３ 

（件名）マイナンバーカード電子証明書の更新につ

いて 

 

（内容） 

マイナンバーカードの更新、電子証明書の更新につ

いて、出張所でもできるようになることを希望しま

す。 

 

【受付 No.】６－２０４４ 

【受付日】令和６年１２月１日 

マイナンバーカード関係の手続きの増加に対応す

るために、市役所本庁舎での体制を強化してきまし

た。今後の体制につきましては、いただいたご意見を

参考に、引き続き手続きの利便性を高めてまいりま

す。 

 

 

 

（担当） 

市民課（電話）０４８－７８２－９９２２ 
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４ 

(件名) 

マイナンバーカードについて 

 

(内容) 

提言１ 

マイナンバーカードコールセンターの受電担当者

を増員するか、インターネットに予約可能日時を掲

載し、そこから予約可能にしてください。 

 

提言２ 

マイナンバーカード電子証明書の更新の受付時間

が 9 時～16 時とあるが、市役所開庁時間は 8:30～

17:00なのだから、その間対応すべきです。 

 

提言３ 

政府がデジタル化を推進しているのに、マイナン

バーカードに係る手続きを「電話で予約する」とい

うのは上尾市のマイナンバーカードに対する対応が

弱いのではないでしょうか。 

 

提言４ 

マイナンバーカードの更新に係るホームページを

PCで閲覧できる方はまだ良いですが、老人や障がい

のある方は該当のホームページにアクセスしにくい

のではないでしょうか。また、スマートフォンでわ

かりやすく必要な情報にたどり着けるように改善し

てください。 

 

【受付 No.】６－２０４５ 

【受付日】令和６年１２月４日 

提言１ 

上尾市マイナンバーカードコールセンターの電話

が繋がりにくい状況でご迷惑をおかけしております。

コールセンター対応時間を、土日祝日も含め毎日８時

３０分から２０時とし電話可能時間帯を長く設ける

こと、電話が集中する時間帯の受電体制を補強するこ

となどの対策を取っているところでございますが、引

き続き継続し、状況の改善に努めてまいります。 

 

提言２ 

開庁時間内の予約が可能になるよう、予約枠の拡充

を検討してまいります。 

 

提言３ 

現在、マイナンバーカードの受け取りのみインター

ネットでのご予約が可能となっておりますが、他の手

続きにつきましても可能になるよう検討してまいり

ます。 

 

提言４ 

マイナンバーカード関連のホームページにつきま

しては、現在、改良をしているところでございますが、

ご提言にありました「スマートフォンでわかりやすく

必要な情報にたどり着ける」点も考慮し進めてまいり

ます。 

 

 

 

（担当） 

市民課（電話）０４８－７８２－９９２２ 


